
（件名） 

「東日本大震災の教訓」への‘ふじのくに’危機管理計画の対応方針 

（危機管理部） 

 

 

１ 要 旨 

・ ３月11日の東北地方太平洋沖地震による津波や原子力発電所の事故は、東海地震の切迫性や

東海・東南海・南海地震の連動性が指摘される中、本県の防災対策を見直すべき大きな教訓

を与えるものである。 

・ 「‘ふじのくに’危機管理計画」は、あらゆる危機事案に対して全庁をあげて迅速に対応でき

るよう策定するものである。 

・ 東日本大震災の教訓を生かし「地域防災計画編」における津波対策や原子力災害対策の見直

しを行うためには、新たな科学的知見（科学的な根拠）に基づく被害想定の改定や国の防災

指針等の改定が必要である。 

このため、今回の計画は、本案のとおりに進め、東日本大震災の教訓への対応は、次のと

おりとすることとし、必要な改正を適宜実施することとする。 

 

２ 津波対策 

（１）短期的対応 

・ 例年７月実施の「津波避難訓練」を５月に前倒し、「緊急津波避難訓練」として実施 

・ 「静岡県津波対策会議」を設置し、沿岸部の津波対策施設の安全性や機動性、津波避難計画

策定指針等東海地震に対する本県の津波対策をソフト面からハード面まで総合的に総点検

し、県として必要な対策を講じる。 

・ 具体的な対策としては、避難計画（避難場所、避難ルート、避難施設、津波避難ビルの耐震

性・耐浪性や高さ）の点検と避難徹底、津波対策施設の機能点検などの徹底が考えられる。 

・ 静岡県防災・原子力学術会議に「津波対策分科会」を設置し、専門的・学術的な観点から本

県の津波対策への御意見を伺う。 

（２）中長期的対応 

・ 中央防災会議において、「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門

調査会」が設置され、今秋を目途に取りまとめが行われ、防災基本計画の修正が行われる見

込みである。これを踏まえ本県の地域防災計画の見直し等を行う。(次頁の通知 参照)  

・ 中央防災会議の「東海・東南海・南海」３連動地震の検討結果を踏まえた津波対策の総合的

な検討（地震被害想定の見直し、津波対策施設の見直し、避難地・避難路の見直し等） 等 

 

３ 原子力関係 

・ 福島第一原子力発電所の事故を踏まえた浜岡原子力発電所の津波対策等については、国の指

示に基づく対策の実施状況の確認結果について、国に説明を求めるとともに、県民の安心の

観点から、静岡県防災・原子力学術会議において、中部電力の対応等を検証していく。 

・ 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（EPZ／現状は原子力発電所の半径 10km）

の見直しが必至であり、国の防災指針（※）の見直しに即して対応していく。これに併せて、「地

域防災計画編」の見直しを行う。  ※…「原子力施設等の防災対策について」（原子力安全委員会） 

 

４ ‘ふじのくに’危機管理計画における対応 

・ 短期的対応における県津波対策会議の検討結果を踏まえた“ふじのくに”危機管理計画「地

域防災計画編 資料の巻」等の修正(避難避難施設等の追加、避難地の変更など) 

・ 中長期的対応における中央防災会議での検討結果を踏まえた“ふじのくに”危機管理計画の

「地域防災計画編」等の見直し。 
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